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滋賀労働局職員の新型コロナウイルス感染症への感染について 

 

令和５年３月 14 日（火）から令和５年３月 20 日（月）において、滋賀労働局職

員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。 

 

（感染した職員の所属と感染確認日ごとの内訳） 

３月 15 日（水）１名（草津公共職業安定所） 

 

当該１名の行動履歴を確認した結果、職員及び利用者の方に濃厚接触者はいない

と判断しておりますが、健康に不安のある方につきましては、念のためかかりつけ

医又は最寄りの受診・相談センター等までご連絡ください。 

令和５年３月22日（水） 
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